
 

改 正 後 現   行 

作田川流域懇談会規約 

(名称) 

第1条 本会は、作田川流域懇談会(以下｢懇談会｣という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 懇談会は、河川管理者である千葉県知事が、河川法第１６条の２に

規定する河川整備計画を策定又は変更する場合等に、学識経験者、河川利

用者、関係住民及び関係市町長の意見を聴く場として設置するものであ

る。 

なお、懇談会は地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく付属機

関の性質を有しない。 

(懇談会及び座長の職務) 

第3条 懇談会は、別表１に掲げる学識経験者、河川利用者、関係住民及び

関係市町長から構成される委員をもって組織する。 

2 懇談会には、別表2 に掲げる特定の専門分野の学識経験者からなる専門

委員を置くものとし、必要に応じ懇談会への参加を求めることができる。 

3 懇談会は、前項の規定にかかわらず、必要と認める者から意見を聴くこ

とができる。 

4 委員は、千葉県知事が依頼する。 

5 懇談会には座長を置き、河川管理者が指名する学識経験者がその職務を

行う。 

6 座長は、懇談会を代表し、会務を総括する。 

7 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を

代行する。 

 

 

作田川流域懇談会規約 

(名称) 

第1条 本会は、作田川流域懇談会(以下｢懇談会｣という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 懇談会は、河川管理者である千葉県知事が、河川法第１６条の２に

規定する河川整備計画を策定又は変更する場合、及び河川整備計画に基づ

く河川事業実施のための事業評価等を行うときに、学識経験者、河川利用

者、関係住民及び関係市町長の意見を聴く場として設置するものである。 

河川管理者は、懇談会での意見を尊重するものとする。 

 

(懇談会及び座長の職務) 

第3条 懇談会は、別表１に掲げる学識経験者、河川利用者、関係住民及び

関係市町長から構成される委員をもって組織する。 

2 懇談会には、別表2 に掲げる特定の専門分野の学識経験者からなる専門

委員を置くものとし、必要に応じ懇談会への参加を求めることができる。 

3 懇談会は、前項の規定にかかわらず、必要と認める者から意見を聴くこ

とができる。 

4 委員は、千葉県知事が委嘱する。 

5 懇談会には座長を置き、河川管理者が指名する学識経験者がその職務を

行う。 

6 座長は、懇談会を代表し、会務を総括する。 

7 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を

代行する。 

 

 

作田川流域懇談会規約 新旧対照表 



8 委員の任期は原則として依頼を承諾した日から当該年度末までとし、再

任を妨げない。 

 

9 （削除） 

 

(懇談会の招集) 

第4条 懇談会は、千葉県知事を代行し、千葉県山武土木事務所長が招集す

る。 

(ワーキンググループ) 

第5条 懇談会の円滑な運営を図るためワーキンググループを置く。 

2  ワーキンググループは、別表3 に掲げる者をもって組織する。 

3  ワーキンググループは、当該計画に地域の意見を反映するため、住民ア

ンケートや資料公開等を通じ地域の意見を聞くものとする。 

(事務局) 

第6条 懇談会の事務局を千葉県山武土木事務所に置く。 

(懇談会の公開) 

第7条 懇談会の傍聴については、千葉県県土整備部が別途定める要領によ

る。 

(その他) 

第8条 この規定に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は千

葉県知事が定める。 

第9条 この規約が効力を有するのは、平成29年3月31日までとする。 

(附則) 

この規約は、平成12年12月21日から施行する。 

平成15年7月3日（一部改正） 

平成16年11月22日（一部改正） 

平成 21 年 1 月 28 日（一部改正） 

8 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 

なお、異動及び役員の改選等に伴い変更が生じた場合は、後任者の任期は

前任者の残任期間とする。 

9 座長は、懇談会において事業評価についての審議を実施した場合、審議

結果を少数意見も含めて取りまとめ、意見を提出するものとする。 

(懇談会の招集) 

第4条 懇談会は、座長又は千葉県知事を代行し、千葉県山武土木事務所長

が招集する。 

(ワーキンググループ) 

第5条 懇談会の円滑な運営を図るためワーキンググループを置く。 

2  ワーキンググループは、別表3 に掲げる者をもって組織する。 

3  ワーキンググループは、当該計画に地域の意見を反映するため、住民ア

ンケートや資料公開等を通じ地域の意見を聞くものとする。 

(事務局) 

第6条 懇談会の事務局を千葉県山武土木事務所に置く。 

(懇談会の公開) 

第7条 懇談会の傍聴については、千葉県県土整備部が別途定める要領によ

る。 

(その他) 

第8条 この規定に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は懇

談会が定める。 

第9条 この規約が効力を有するのは、平成29年3月31日までとする。 

(附則) 

この規約は、平成12年12月21日から施行する。 

平成15年7月3日（一部改正） 

平成16年11月22日（一部改正） 

平成 21 年 1 月 28 日（一部改正） 



       平成 24年 4月 1 日（一部改正） 

平成 26 年 4 月 1 日（一部改正） 

 

別表１ 作田川流域懇談会 委員 

区  分 人  数 

学 識 経 験 者      ３名以内 

河 川 利 用 者      ２名以内 

関 係 住 民      ４名以内 

関 係 市 町 長      ５名以内 

合 計     １４名以内 

 

別表２ 作田川流域懇談会 専門委員 

区  分 人  数 

学 識 経 験 者     ３名以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       平成 24年 4月 1 日（一部改正） 

 

 

別表１ 作田川流域懇談会 委員 

区  分 人  数 

学 識 経 験 者      ３名以内 

河 川 利 用 者      ２名以内 

関 係 住 民      ４名以内 

関 係 市 町 長      ５名以内 

合 計     １４名以内 

 

別表２ 作田川流域懇談会 専門委員 

区  分 人  数 

学 識 経 験 者     ３名以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ 作田川流域懇談会 ワーキンググループ 

ワーキング 

グループ 

千葉県県土整備部河川整備課 副課長 

千葉県県土整備部河川環境課 副課長 

千葉県印旛土木事務所 関係課長 

千葉県成田土木事務所 関係課長 

千葉県山武土木事務所 次  長 

千葉県教育振興部文化財課 関係室長 

八街市 関係課長 

富里市 関係課長 

東金市 関係課長 

山武市 関係課長 

九十九里町 関係課長 

山武郡中央土地改良区 関係課長 

大中堰管理委員会 委 員 長 

事務局 千葉県山武土木事務所 関係課長 
 

別表３ 作田川流域懇談会 ワーキンググループ 

ワーキング 

グループ 

千葉県県土整備部河川整備課 関係室長 

千葉県県土整備部河川環境課 関係室長 

千葉県印旛土木事務所 関係課長 

千葉県成田土木事務所 関係課長 

千葉県山武土木事務所 次  長 

千葉県教育振興部文化財課 関係室長 

八街市 関係課長 

富里市 関係課長 

東金市 関係課長 

山武市 関係課長 

九十九里町 関係課長 

山武郡中央土地改良区 関係課長 

大中堰管理委員会 委 員 長 

事務局 千葉県山武土木事務所 関係課長 
 

 


